
 

2026年3月9日 

一般社団法人日本損害保険協会 関東支部 

日本損害保険協会関東支部長野損保会（会長：野中 厚司・三井住友海上火災保険株式会社 長野支店長)では、

長野県から2026年2月2日付で公表された「長野県地域防災計画令和7年度修正（案）」に関する意見募集に対

し、2月27日付で意見表明を行いました。 

本修正（案）は、国の防災基本計画の修正等を踏まえ、長野県において修正作業を進めているものです。 

長野損保会では、住民および企業にとって損害保険が被災後の生活再建の経済的な備えとして重要となることを

踏まえ、損害保険業界との官民連携の強化をはじめ、防災教育の推進等について、以下のとおり意見を提出してい

ます。 

項 目 等 意    見 

震災対策編、 

風水害対策編、 

火山災害対策編 

 

第２章第36節 

(企業防災に関す

る計画) 

・長野県は活断層帯が多く、古くは1847年の善光寺地震をはじめ、近年では2019年の台

風第19号により千曲川の決壊等で大きな被害が発生しており、県内企業の事業活動にも

深刻な影響を及ぼす可能性があるため何らかの対策が必要であると考えられる。 

・早期復旧・復興を実現するためには、行政、県民、県内企業（事業者）が平時から連携

し、それぞれの強みや資源を活かした体制を構築することが被害軽減つながると考えら

れる。県内の防災分野における企業間の横断的なネットワークがあれば、災害有事の際

に一定被害が軽減できるものと思料する。このネットワークには、リスクの専門家であ

る損害保険業界とのリレーションの強化が有効であるものと思料する。 

・ネットワークに参加することで企業には以下のような様々なメリットがあると思われ

る。①被災時に他地域からの支援で被害軽減につながること、②他の企業の防災分野の

好取組み事例を知ることで自社の防災力アップに役立てることができること、③最新の

防災分野の情報等を収集することができること、④地域の一員として地域住民と共に積

極的に防災活動に参加することで地域に貢献する「企業防災CSR活動」を推進できるこ

と。 

震災対策編、 

風水害対策編、 

火山災害対策編 

 

第２章第32 節 

(防災知識普及計

画) 

・「火山防災の日」、「信州 火山防災の日」及び防災関連行事等を通じ、災害文化の伝承

や、体系的な教育により住民の防災意識の高揚を図るとともに、防災知識の普及、徹底

を図り、自主防災意識を持った災害に強い住民の育成等地域の総合的な防災力の向上に

努めることが重要である点に賛同する。一方、現在の防災教育には「命を守ることに」

重点が置かれ、被災後の生活再建については今一歩である。その意味では防災教育に被

災後の生活再建の視点をおいた保険・共済の活用についても触れるようにすることを要

望する。 

・児童生徒等が正しい防災知識を身につけることは、将来の災害に強い住民を育成するう

えで重要である点に賛同する。日本損害保険協会では小学生向けの防災教育プログラム

「ぼうさい探検隊」を20年以上継続して推進している。小学生向けの実践的な安全教育

プログラムとして有効だと考えているため、本学習ツールの活用等を通じて、小学生低

学年からの着実な防災教育の普及推進に期待する。 

（参考（ぼうさい探検隊）： 

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/reduction/bousai/index.html） 

震災対策編、 

風水害対策編、 

火山災害対策編 

 

第２章第32 節 

(防災知識普及計

・県の実施計画において、「住民に対し、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等に

ついて、普及啓発を図る」点に賛同する。とくに官民一体となって、まさかの時の備え

について、公助の金額の限度を踏まえて、平時から県民に啓発しておくことは重要であ

り、この受け皿として、「信州地震等災害保険・共済加入促進協議会」の更なる活用推進

に期待する。 

・長野県は広く、地域によって防災意識に差があることも考えられるため、産・官・学で

「長野県地域防災計画令和 7年度修正（案）」に対し意見表明 

～災害時の生活再建のための経済的な備えに関する官民の連携強化を要望～ 

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/reduction/bousai/index.html


 

画) 連携した防災セミナー開催等を通じて県内の防災意識の向上を図ることも効果的な防災

知識の普及につながると思われることから定期的に開催願いたい。 

・分かりやすさの観点から、次の文言を追記することを検討願いたい。 

<震災対策編>   →地震による家屋の損害を補償する損害保険（地震保険） 

<風水害対策編>  →風水害による家屋の損害を補償する損害保険（火災保険等） 

<火山災害対策編> →噴火による家屋の損害を補償する損害保険（地震保険） 

当支部は安全で安心な社会の実現を目指して、引き続き各種取り組みを進めてまいります。 


